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2026 年 4 月 2 日 

 

 

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 

日本電気株式会社 

取締役代表執行役社長 森田 隆之 

 

 

日本電気株式会社（以下「存続会社」といいます。）は、2025 年 10 月 21 日付けで株式会社日本

電気特許技術情報センター（以下「消滅会社」といいます。）との間で締結した吸収合併契約書（以

下「本合併契約」といいます。）に基づき、2026 年 4 月 1 日を効力発生日として、吸収合併（以下

「本合併」といいます。）を行いました。本合併に関し、会社法第 801 条第 1 項に定める事項は以

下のとおりです。 

 

1. 本合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200 条第 1 号） 

2026 年 4 月 1 日 

 

2. 消滅会社における吸収合併をやめることの請求に係る手続の経過並びに反対株主の株式買取

請求、新株予約権買取請求及び債権者の異議に関する手続の経過（会社法施行規則第 200 条第

2 号） 

(1) 吸収合併をやめることの請求（会社法第 784 条の 2）の手続の経過 

消滅会社は、存続会社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

 

(2) 反対株主の株式買取請求（会社法第 785 条）の手続の経過 

消滅会社は、存続会社の完全子会社であり、また、消滅会社においては、存続会社が会社

法第 784 条第 1 項本文に規定する場合における特別支配会社に該当するため、会社法第

785 条第 3 項の規定により、該当事項はありません。  

 

(3) 新株予約権者の新株予約権買取請求（会社法 787 条）の手続の経過 

消滅会社は、新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 

 

(4) 債権者の異議申述（会社法第 789 条）の手続の経過 

消滅会社は、会社法第 789 条第 2 項及び第 3 項の規定に従い、2026 年 2 月 9 日付け官報

及び同日付け電子公告により、その債権者に対して所定の事項を公告しましたが、消滅会

社に対し、異議申述期限までに債権者からの異議の申し出はありませんでした。 



 

3． 存続会社における合併をやめることの請求に係る手続の経過、並びに反対株主の株式買取請求

及び債権者の異議に関する手続の経過（会社法施行規則第 200 条第 3 号） 

(1) 吸収合併をやめることの請求（会社法第 796 条の 2）の手続の経過 

本合併は、会社法第 796 条第 2 項本文に基づく簡易合併であるため、該当事項はありませ

ん。 

 

(2) 反対株主の株式買取請求（会社法第 797 条）の手続の経過 

本合併は、会社法第 796 条第 2 項本文に基づく簡易合併であるため、該当事項はありませ

ん。 

 

(3) 債権者の異議申述（会社法第 799 条）の手続の経過 

存続会社は、会社法第 799 条第 2 項及び第 3 項の規定に従い、2026 年 2 月 9 日付け官報

及び同日付け電子公告により、その債権者に対して所定の事項を公告しましたが、存続会

社に対し、異議申述期限までに債権者からの異議の申し出はありませんでした。 

 

4． 吸収合併により存続会社が消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項（会社法施行規

則第 200 条第 4 号） 

存続会社は、本合併の効力発生日をもって、消滅会社が有する資産、負債その他の権利義務を

本合併契約の定めに従って承継しました。 

 

5. 消滅会社が備え置いた本合併に関する事前開示事項（会社法施行規則第 200 条第 5 号） 

別紙のとおりです。 

 

6． 吸収合併の変更の登記をした日（会社法施行規則第 200 条第 6 号） 

2026 年 4 月 14 日までに会社法第 921 条の変更の登記を申請する予定です。 

 

7． その他吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第 200 条第 7 号） 

存続会社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく本合併を

行いました。なお、存続会社は、会社法第 799 条第 2 項及び第 3 項の規定に従い、2026 年 2

月 9 日付け官報及び同日付け電子公告により、その株主に対して所定の事項を公告したとこ

ろ、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、存続会社の株主 1 名より存続会社に対し、本合

併に反対する旨の通知がありました。当該反対通知に係る株式の数は 5,000 株であり、会社法

施行規則第 197 条に規定する数を下回ります。 

以 上 

 

 

 



別紙 

吸収合併に関する事前備置書類 

（会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に定める書類） 

 

2026 年 2 月 9 日 

 

神奈川県川崎市中原区下沼部 1753 番地 

株式会社日本電気特許技術情報センター  

代表取締役社長 友部 実 

 

当社は、2025 年 10 月 21 日付で日本電気株式会社（以下「存続会社」といいます。）との間で

締結した吸収合併契約書（以下「本合併契約」といいます。）に基づき、2026 年 4 月 1 日を効力

発生日として、吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことといたしました。 

本合併に関し、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に定める事項は、次のとお

りです。 

 

記 

 

１．本合併契約の内容（会社法第 782 条第 1 項）  

2025 年 10 月 21 日付締結の本合併契約の内容は、別紙のとおりです。 

 

２．本合併の対価についての定めがないことの相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第

1 項第 1 号） 

本合併に際して、株式の割当てその他対価の交付は行いません。本合併は完全親会社との合併

であるため、かかる取扱いは相当であると判断しております。 

 

３．本合併の対価について参考となるべき事項（会社法施行規則第 182 条第 1 項第 2 号） 

該当事項はありません。 

 

４．本合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第 1 項第 3

号） 

該当事項はありません。 

 

５．存続会社の計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 182 条第 1 項第 4 号及び第 6 項第 1

号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

     存続会社は、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しております。最終

事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開



示書類に関する電子開示システム（EDINET）によりご覧いただけます。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産

の状況に重要な影響を与える事象 

   (1)存続会社は、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社（以下「ＮＥＣネッツエスアイ」といい

ます。）と、2025 年 3 月 4 日開催の同社の臨時株主総会決議に基づいて行われた同社

の普通株式の併合（2025 年 3 月 25 日効力発生）により生じた当該普通株式の端数

の合計数（ただし、会社法第 235 条第 1 項に基づき、1 株に満たない端数は切り捨

て）に相当する数である普通株式 1 株を、会社法第 235 条第 2 項により準用する同

法第 234 条第 2 項に基づく当該普通株式の任意売却に係る裁判所の許可決定（以下

「任意売却許可決定」といいます。）が得られることを条件として、存続会社がＮＥ

Ｃネッツエスアイから 1,682 億 946 万 7,800 円（ただし、ＮＥＣネッツエスアイへ

の支払額は、存続会社が保有している当該普通株式の端数の代金相当分を相殺した

1,282 億 9,085 万 6,100 円）で買い受けることに関して、2025 年 4 月 2 日付で、株

式譲渡契約書を締結しました。 

その後、ＮＥＣネッツエスアイが裁判所より任意売却許可決定を 2025 年 4 月 23 日

付で得ましたので、存続会社は、同日付で上記普通株式 1 株を譲り受けました。 

 

(2)存続会社は、ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社（以下「ＮＥＣネクサソリュー

ションズ」といいます。）と、存続会社のＳＭＥ事業（中堅中小企業向け事業及び中小

自治体における職員向け業務支援、住民向けサービスを提供する事業をいいます。）を

吸収分割によりＮＥＣネクサソリューションズに対して承継させることに関して、

2025 年 4 月 22 日付で、吸収分割契約書を締結しました。 

その後、この吸収分割の効力発生により、存続会社は、2025 年 7 月 1 日付で当社の

ＳＭＥ事業をＮＥＣネクサソリューションズに承継させました。 

 

(3)存続会社は、ＮＥＳＩＣホールディングス株式会社（以下「ＮＥＳＩＣホールディン

グス」といいます。）と、存続会社の所有するＮＥＣネクサソリューションズの全株式

及びＮＥＣネッツエスアイの全株式を吸収分割によりＮＥＳＩＣホールディングス

に対して承継させることに関して、2025 年 5 月 15 日付で、吸収分割契約書を締結し

ました。 

その後、この吸収分割の効力発生により、存続会社は、2025 年 7 月 1 日付で存続会

社の所有するＮＥＣネクサソリューションズの全株式及びＮＥＣネッツエスアイの

全株式をＮＥＳＩＣホールディングスに承継させました。 

 



(4)存続会社は、2025 年 5 月 23 日に、存続会社が設定している退職給付信託の一部であ

る 1,400 億円について返還を受けました。これに伴い、2026 年 3 月期の個別業績にお

いて、特別利益として退職給付信託返還益 527 億円を計上する見込みです。 

 

(5)存続会社は、2025 年 7 月 18 日に、下記のとおり無担保社債（サステナビリティ・リ

ンク・ボンド）の発行を決定し、2025 年 7 月 25 日に発行しました。 

（第 66 回無担保社債） 

1.発行総額 20,000 百万円 

2.発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

3.利率 年 1.387% 

4.払込期日 2025 年 7 月 25 日 

5.償還期限 2030 年 7 月 25 日 

6.償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

7.資金の使途 借入金返済資金、社債償還資金 

8.特約 社債間限定同順位特約 

（第 67 回無担保社債） 

1.発行総額 10,000 百万円 

2.発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

3.利率 年 2.046% 

4.払込期日 2025 年 7 月 25 日 

5.償還期限 2035 年 7 月 25 日 

6.償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

7.資金の使途 借入金返済資金、社債償還資金 

8.特約 社債間限定同順位特約 

 

(6)存続会社は、ＮＥＳＩＣホールディングスと、存続会社の道府県、市町村及び特別区

向け国内消防防災事業のうち保守事業、プロダクト開発・製造事業及びサービス提供

事業を除く事業を吸収分割によりＮＥＳＩＣホールディングスに対して承継させる

ことに関して、2025 年 8 月 1 日付で、吸収分割契約書を締結しました。 

その後、この吸収分割の効力発生により、存続会社は、2025 年 10 月 1 日付で存続

会社の道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業、プロダクト

開発・製造事業及びサービス提供事業を除く事業をＮＥＳＩＣホールディングスに

承継させました（なお、同日付で、ＮＥＳＩＣホールディングスは、ＮＥＣネッツエ

スアイとの間で締結した吸収分割契約書に基づき、当該事業をＮＥＣネッツエスア

イに承継させました。）。 

 

(7) 存続会社は、米国CSG Systems International, Inc.と、存続会社がNEC Corporation 

of America を通じて CSG Systems International, Inc.を買収することに関して、



2025 年 10 月 29 日付で、この買収に係る合併契約を締結しました。 

 

(8)存続会社は、2025 年 10 月 31 日に、存続会社の所有する日本航空電子工業株式会社

（以下「日本航空電子工業」といいます。）の株式の大半（譲渡前の所有株式数

22,578,269 株に対し、譲渡株式数は 22,232,269 株）を、京セラ株式会社に譲渡しま

した。この株式譲渡に伴い、日本航空電子工業は存続会社の持分法適用関連会社から

除外されます。 

 

(9) 存続会社は、ＮＥＳＩＣホールディングスと、存続会社の(1)道府県、市町村及び特

別区向け国内消防防災事業のうち保守事業並びに(2)外局（本庁を除く）及び地方支

分部局向け国内消防防災事業のうちプロダクト開発・製造事業及びサービス提供事

業を除く事業を、吸収分割によりＮＥＳＩＣホールディングスに対して承継させる

ことに関して、2025 年 12 月 1 日付で、吸収分割契約書を締結しました。この吸収

分割の効力発生日は、2026 年 4 月 1 日を予定しています。 

なお、ＮＥＳＩＣホールディングスは、当該吸収分割の効力が発生することを条件

として、その効力発生日と同日付で、当該吸収分割により存続会社から承継する事

業を吸収分割によりＮＥＣネッツエスアイに対して承継させることを決定してお

ります。 

 

(10) 存続会社は、ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社（以下「ＮＥＣソリューシ

ョンイノベータ」といいます。）と、ＮＥＣソリューションイノベータの大手企業及

び官公庁向け事業のうち外食向け事業を除く事業を吸収分割により存続会社が承

継することに関して、2026 年 2 月 2 日付で、吸収分割契約書を締結しました。こ

の吸収分割の効力発生日は、2026 年 7 月 1 日を予定しています。 

 

６．最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象（会社法施行規則第 182 条第 1 項第 4 号及び第 6 項第 2 号） 

該当事項はありません。 

 

７．本合併の効力発生日以後における存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規

則第 182 条第 1 項第 5 号） 

存続会社の貸借対照表における資産の額は負債の額を上回っております。また、本合併後に

おいても存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれます。さらに、本合

併後に存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ予想されておりませ

ん。従って、存続会社の負担する債務については、本合併の効力発生日以降も履行の見込み

があると判断いたします。  



別紙 

 

合併契約書 

次ページ以降をご参照ください。  

 



（・一
一抄
一ヽ．「一軽

吸収合併契約書

日本電気株式会社 (以下「甲」という。)及び株式会社日本電気特許技術情報センター (以

下「乙」という。)は、以下のとおり合併契約 (以下「本契約」という。)を締結する。

第 1条 (合併の方法)

甲及び乙は、本契約に従い、甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社として

合併を行う (以下「本合併」という。)。

第 2条 (合併をする会社の商号及び住所)

(1)甲 (吸収合併存続会社 )

商号 :日本電気株式会社

住所 :東京都港区芝五丁目7番 1号

(2)乙 (吸収合併消滅会社)

商号 :株式会社日本電気特許技術情報センター

住所 :神奈川県川崎市中原区下沼部 1753番

第 3条 (合併に際して交付する金銭等及び割当に関する事項)

甲は、本合併に際して、乙の株主である甲に対して、甲の株式又はこれに代わる金銭等

の対価を交付しない。

第 4条 (甲の資本金及び準備金の額)

本合併に際し、甲の資本金、資本準備金及び利益準備金は増加しない。

第 5条 (合併が効力を生ずる日)

本合併が効力を生ずる日 (以下「効力発生日」という。)は、2026年 4月 1日 とする。
但し、本合併の手続の進行上の必要性その他の事由により必要がある場合には、甲及び乙

は協議の上合意することにより、効力発生日を変更することができる。

第 6条 (株主総会の開催 )

11甲は、会社法第 796条第 2項の規定に基づき、会社法第 795条第 1項に定める株主
総会の承認を得ることなく本合併を行うものとする。

2.乙 は、会社法第 784条第 1項の規定に基づき、会社法第 783条第 1項に定める株主
総会の承認を得ることなく本合併を行うものとする。
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第 7条 (会社財産の承継)

甲は、効力発生日において、効力発生日
の前日における乙の従業員全員、全ての資産及

び負債並びに権利義務の一切を承継する。

第 8条 (会社財産の管理等)

甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日ま
での間、善良なる管理者としての注意をもつ

て、それぞれの業務の執行並びに下切の財産
の管理及び運営を行う。また、甲及び乙は、

本契約に別段の定めがある場合を除き、その財産又
は権利義務に重大な影響を及ぼす行為

については、予め協議し合意の上、これを行う。

第 9条 (事情変更)

本契約締結日から効力発生日までの間にお
いて、天災地変その他の事由により甲または

乙の資産状態または経営状態に重大な変更が生じた場合、甲
乙協議の上合意することによ

り、本合併の条件を変更し、または本契伸を解除する
ことができる。

第 10条 (本契約の効力)

本契約は、効力発生日の前日までに、法令
に定められた関係官庁等の承認が得られな

い

場合は、その効力を失う。

第 11条 (準拠法及び管轄裁判所)

1.本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。

2.本契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所
と

する。

第 12条 (協議事項)

本契約に定める事項のほか、本契約に定めのない事項その他本合併に関
し必要な事項は、

本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上、これを決定す
る。

(以下余白)
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本契約締結の証として本書 2通を作成し、甲乙が記名押印の上、各 1通を保有する。

2025年 10月 21日

甲 :東京都港区芝五丁目7番 1号

日本電気株式会社

取締役代表執行役社長兼 CEO 森田

乙 :神奈川県川崎市中原区下沼部 1753番地
株式会社日本電気特許技術情報セン

代表取締役社長 友部 実 靱
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